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1

一核 ・ミサ イル 危機にお ける 「仲介者」 に注 目して
一

平 田 准 也 （早稲田大学社会科学総合学術院助手〉

は じめに

　本論文は、冷 戦後の 米国 と北朝鮮との 間 の核 ・

ミサ イル 交渉の 再検討 を通 じて 、米国の 対北朝鮮

政策が持 つ 持続 と変容の 両側 面 を明 らかにす る。

検討 の 対象 とする もの は、主 と して 1990年代 中

盤以 降の 米朝間の 政府間交渉で あ るが 、「米朝交

渉」に お ける米国の 「仲介者 （mediator ）」 と し

て の 役割に も注 目して み た い
2
。本論文の構成 は

以下 の 通 りで ある 。

　第 1 に、分析枠組み を設定する。まず、メ タ理

論的視点と し て 、国際関係論に お ける 「コ ン ス ト

ラ ク テ ィ ビズ ム （constructivisIn ）」を採用 した い 。

コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム は、1980年代 後半か ら

社会学 ・哲学を知的源泉 として 登場 し、近年にお

い て は 国際関係論の 主要理論の 地位を確立 しつ つ

あ る
3

。 本論文で は、と りわ け冷戦後の米朝関係

に つ い て 言及 した論説 もい くつ か紹介 した い 。

　次に、方法論的視点と して、国際危機 （interna−

tiOnal　crisis ）・紛 争 管 理 （cenflict　management ＞

研 究にお ける 「仲介 （mediation ）」モ デ ル も使用

す る。以下 で 詳述する よ うに、1993年 3 月の 北朝

鮮 に よる核拡散防止条約 （Nuclear　Non−Prolifera−

tion　Treaty，以下 NPT ）脱退宣言に端 を発 した危

機 的 状 況 は、米 国 の カ ー
タ
ー （Jimmy　Carter）

元大統領が 「仲介者」 と して 北朝鮮 を訪問する こ

とで 収 束 した 。 「仲介」 と い う手段が 、こ の 核危

機解決 へ の 効果 的対応 であ っ た と共に
4
、それ以

後の 米国の対北朝鮮 政策 に も影響 を及 ぼ した 。 本

論文は、両者 の 枠組 み を相互補 完的 に折衷 して、

事象へ の ア プ ロ
ー

チを試 みた い 。

　第 2 に、1990年代 以 降 の 朝鮮 半 島にお い て発

生 した計 3 回の 「核 ・ミサ イル 危機」 を取 り上 げ、

こ れ に 対す る米国の 対応 を検証す る 。 本論 文 で

は、北朝鮮 に よ る 1993年の NPT 脱 退宣言 を 「第

1 回危機」、1998年 8 月 31 日の テ ポ ドン 1発射 を

「第 2回危機」、そ して 2002年 10月 の 核開発疑惑

の発覚 を 「第 3回危機」 と位置づ け る
5
。

　第 3 に 、本論文の 議論全体 を理論 的 に考察す る 。

北朝鮮の 核 ・ミ サ イ ル 問題 に 対す る米 国 の 対応

は 、「交渉路線の 継続」 と 「交渉 手段 の 変化」 と

い う2 つ の 側面が 同時的に展 開 して お り、と くに、

1998年以降 の 米 国 は、多国 間協議 と米朝協議 を

「併用」 し、紛争の 「当事者」 であ る と 同時に 「仲

介者」的役割 も果た して い る 。 さ らに、近年の米

国 の 世界戦略に お い て 、北朝鮮の 問題 は他 の イ

シ ュ
ーに比べ て優先順位 を下 げ、中国との 共同管

理 の様相 も見せ始め て お り、「米朝 ゲ
ー

ム 」が 「米

キ ーワー ド ：

コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム、仲介モ デ ル 、カ
ー

タ
ー、3 国間協調、6 者協議
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中ゲ
ーム」へ と変容 しつ つ あ る点 を指摘 した い

6
。

1．分析枠組みの 設定

（1） コ ン ス トラクテ ィ ビズム

　 コ ンス トラクテ ィ ビ ズ ム の 理論体系を確認する

前に、国際 関係論 に お い て コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ

ム が登場 した背景 を見 て お きた い 。

　国際政治学お よび国際 関係論の 理論研究は、第

二 次世界大戦以 降、「現実主義 （Realism）」 をめ

ぐる諸論争に よ っ て 展 開され て きた 。 1970年代

後半か ら、よ り科学的な現実主義理論の 構築を 目

指 した ウ ォ ル ッ （Kenneth　N．　Waltz） ら の 理 論

的主張 は 「新 現実主義 （Neorealism）」 と呼ばれ、

一
躍当時 の 支配的 な 「国際政治理論」となっ た

7
。

　 ウ ォ ル ッ の 理 論は、次 の 3 つ の 原則に よ っ て

構 成 され る。す なわち、（1 ）国際政治は 、国内

政治 とは異な り、中央政府 の 不 在 とい う意味 で

ア ナ
ー

キ
ー

で ある 。 （2 ）ゆ えに、国際政治 の 主

要 な行為体 と して の 国家は、自助 （self−help）に

よ る以外 に自国 の 安全 保障を確保で きな い 。 国

家体制 の 諸類 型 を問わず、国家は
一

様に利 己的

（self−interested）行為体 とな る 。 （3 ） し た が っ

て 、国 際政 治の 構造は、国家 間の 「能力 の 配 分

（distribution　of　capabilities ）」状況に よ っ て 特徴

づ け られる。能力 とは、軍事力 ・経済力等 の 数値

化可 能な要素に限定されるだ ろ う。 国家間関係は 、

互 い の 間 の 能力の 配分状況 と 「相対利得 （relative

gains）」が計算 された形で 展開され る
8

。

　 こ の新現実主 義理論 に対する 批判 は、1980年

代前半か ら開始 さ れ た 。 こ れ ま で 国際 政治 学者

の 間 で 比較的 関心 の 薄か っ た、社会理 論 （social

theory）を知 的源泉 と して 「理論武装」 した論者

た ち、い わ ゆる 「ポ ス ト現実主 義者」
9’
は、と り

わ け上記 の （2 ） と （3 ）の 原則に 関 して 厳 しい

見解を提示 した
10

。 それ に属する理論家 の
一

部が、

本節で扱 うコ ン ス トラ ク テ ィ ビ ズ ム を提唱 し た 。

事実 、米 ・
ソ 間 の 核 の 均衡が維持 され なが ら も、

冷戦構造 だ けが 崩壊 した とい う 「現 実 の 裏付 け」

に よ っ て 新現実主 義の 優位 は後退 し、1990年代

以後、彼 らの 主張が注 目され る ように な っ た
11

。

　 コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム の 中心 的理論家で ある

ウ ェ ン ト （Alexander　Wendt ）は、上述の 新現実

主義批判 を展開 した論者たちが共有する主張を、

2 点挙げ て い る 、 （A ）国 際政治 の 基 本構造 は、

厳密 に物質的 （material ）な もの で はな く、社 会

的 （social ）な もの で もあ る 。 （B ） こ の 構造 は、

単に行為体 の 行動 （behavior）だけ で はな く、彼

らの ア イデ ン テ ィ テ ィ （identities）と イ ン タ レ

ス ト （interests＞を形成す る
12
。

　 ウ ェ ン トは、こ の 理論 的主張の 具体例 を示すた

め に 、米朝関係 に つ い て
一

部言及 し て い る 。「た

とえば、500発 の 英 国 の核兵器は 、北朝鮮の 5 発

の 核兵器 よ りも、米国 に とっ て脅威で は な い
。 な

ぜ な らば、英 国は米国の 友人で あ り、北朝鮮は そ

うで はない か らで ある 。 友好ない し敵意 と は 、共

有 さ れ た理 解 （shared 　understandings ） の 変 数

の ひ と つ で あ る 」
1
 

　 つ まり、国際政治 を ミ リ タ リー ・バ ラ ン ス の み

で 語 る こ とは誤 りで あ り、そ れ と国家間 で 共有 さ

れた 「観念 （ideas）」との 総体が、国際政治の 構造

で あ る こ と、さ ら に そ の構造と国家の 属性 は 不可

分 の 関係 に あ る こ とが 理論的核心 に な っ て い る 。

　 こ の ウ ェ ン トの 視点 を批 判的に 継承 しつ つ 、実

証的に 冷戦後の 米朝関係を検討 し た もの と して 、

ハ ワ
ー

ド （Peter　Howard ）の 論文が ある
14

。 そ

の 主 旨をまとめ る と、以下 の 4 点に集約され る 。

　（a） ウ ェ ン トが 具体例 で 示 した 英 国 と 北朝鮮 と

の 比較は 、あまりに違 い す ぎて 比較 対象た りえな

い 。しか も 「共有 さ れ た 理 解」 と は何 か が 、きわ

め て 曖眛 で あ る。最近 の米国 の 対北 朝鮮 政策 を 他

国へ の 対外政策 と比較する な ら ば、イ ラ ン お よ び

イ ラ ク との 対比 こ そ が 適切で ある 。

　（b）2002年 1 月、米国 の ブ ッ シ ュ （George　W ．

Bush）大統領に よ る、い わゆ る 「悪の枢軸 （axis

of　eviD 」発言が あ りなが ら
］s
、同年時点の 3 ヵ 国

の 軍事力は、北朝鮮 が質量 と もに突出 して い た
16

。
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しか も、同年 10 月 に は北朝鮮の 秘密裏 の 核 開発

計画 が 明 るみ に出 なが ら、ブ ッ シ ュ 政権は、翌

2003年 3 月 に 「大量破壊兵 器保 有問題 」 を根 拠

として 、イ ラ ク に軍事介入 した。

　 （c ）米国の外交対応の 相違は、客観的な軍事的

脅威の み を理由に して 説明で きない 。 （国家）行

為体が 「か ら まれ （become 　 entangled ）」て い る

「ゲ ーム の ル ール 」の 違い に こ そ注 目すべ きで あ

る 。 イ ラ ク戦争以前の 米国の対イ ラ ク 政策を振 り

返 っ てみ よ う。 た とえば湾岸戦争以後、ク リ ン ト

ン （Bill　Clinton）政権も 1998年 12 月に英国 と共

に イ ラ ク を空爆 した。「戦 争に よる解決」 とい う

認識が 「ゲ
ー

ム の ル
ー

ル 」 と して 定着 して お り、

ブ ッ シ ュ 政権 もこ れ に従 っ た と説明 しうる 。 対北

朝鮮政策にお い て、ブ ッ シ ュ 政権は、前政権 の 政

策を踏襲 し、「交渉による解決」路線を継続 した 。

朝鮮半島で も、イ ラ ク とは違 っ た 「ゲ
ー

ム の ル
ー

ル 」が定着して い たの で ある。

　 （d）米国 の 対 イ ラ ク お よ び対 北 朝鮮 政策 は、

「ゲーム の ル ール 」を考慮 して 策定 された可能性

が高い 。 ゆえに、コ ン ス トラ ク テ ィ ビ ズ ム を用 い

て こ の 問題に ア プ ロ
ー

チ する こ と自体 は誤 りで は

ない 。 ウ ェ ン トの 主張する 「共有 された理解」 の

具体例 の ひ とつ を示すな らば、国家 間 の 「ゲーム

の ル
ー

ル 」とい うこ とが で きる。

（2 ）仲介モデル

　 つ ぎに、よ り政治交渉の 現場で の ア プ ロ
ー

チ に

目を向け て み よ う。 1970年代以 降か ら国際危機

研 究お よ び 紛争管理研究の 領域 に お い て 、国際危

機 国際紛争に対する 「平和的解決」として の 「交

渉」の 実践的手法が蓄積 され て きた。

　 た とえば、国際紛争処理 の代表的な テ キ ス トと

して 、 メ リ ル ス （J．G．　Merrills＞の Jnternationa／

Dispute　S θttiement は 、1984年 の 初版公刊以 降、

今日 まで に 4 回 の 版を重ね、関係諸概念を網羅的

に定義 して い る
17

。 彼は 、国際紛争に おける当事

者間 の 直接交渉 の 限界を指摘 しつ つ 、第三者 によ

冷戦後ア メ リ カの 対北朝鮮政 策 に 関す る
一
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る紛争 介入 の 方法 に つ い て 詳述 して い る
18

。

　第三者 による介入 には、3 つ の 手段が ある 。 「周

旋 （good 　oMces ）」、「調 停 （conciliation ）」 及 び

「仲介」で ある 。 「周旋」は、紛 争当事者 に対 して 、

交渉を再開する よう勧奨 した り、彼 らに特別な伝

達の 経路 を提供する こ とで ある 。「調停」は、紛

争を調査 して 、当事者に ひとまとま りの 正式解決

案を提示す る こ とで あ る 。 「周旋 」 と 「調停 」 の

中間に 位 置する方法が 「仲 介」 で あ る 。 具体的 に

何が中間なの か ？ さら に、メ リル ス の 定義を引 い

て み る 。

　「仲介者」は 、「周旋」と同様に、積極的参加者

として独 自の 提案を行う。 また、自身の 提案は非

公式に行 い 、し か もそれ は独 自の 調査 よ りは、当

事者が提供する情報に 基づ く
19

。
つ ま り、「仲介」

は 、「周旋」が 意味する 「紛争 当事者へ の 交渉再

開 の 呼び かけ、そ の た め の伝達経路の提示」 とい

う側面 を持ちつ つ も、それ に留まら ない
。 「調停」

が意味す る 「紛争 の 調査と解決案の 提示」とい う

要素を含み つ つ も、「解決案の 提示が 非公式、か つ 、

それが基 づ く情報が 当事者提供に よ る もの 」 とい

う点 で 、「調 停」よ りも当事者 間 に 踏み 込 ん で 政

治的解決を模索する手法で ある とい えよう。

　最近の 文献で 「仲介」の概念を解説 した もの と

して 、鈴木基史の 『平和 と安全保障』が あ る
2°

。

彼 に よ れば、「仲介」 とは 「非法的な紛争管理 の

方法」で ある 。 そ の 特徴は、「基本的に 国際法に

制約 されず、紛争当事国 の 同意を尊重 しなが ら柔

軟 に紛 争を管理 で きる 」点に ある 。 「法的根拠に

欠ける」点で 仲介の 正当性が 問われ る が 、仲介者

が 「当事国 に合意を強要せず、当事国が合意 を自

発的に 受け入れ た」事実に よ っ て 、正 当性は確保

され うる
21

。

　 さらに
一歩踏み込ん で み た い 。 仲介者 とは、純

然たる 中立的立場 の 行為者で なけれ ばな らな い の

か ？鈴木 は、こ れ を 2 つ の 立場 に分類 して 、詳細

に説明す る 。

　す な わ ち、主 として仲介者の 中立性 を前提 とす
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る プ リン セ ン （Thomas 　Prinsen）22
の 立場 と、中

立性が欠如 して い る仲介者に も仲介に成功 する機

会が あ る と す る キ ッ ド （Andrew　Kydd）
23

の 立

場が あり、ともにそ の 主張 の 妥当性 を担保 する事

例 も存在する
24

。 前者 に お い て は 、1993年 9 月

に 当時の ラ ビ ン （Yitzhak　Rabin）イ ス ラ エ ル 首

相 とアラ フ ァ ト （Yaser　Arafat）パ レス チ ナ解放

機構 （PLO ）議長 との 間で 調 印され た 「オ ス ロ

合意」が事例 として挙げ られ て い る。こ の 合意の

締結 に対 して 、パ レ ス チナ関係に 利害を持たな い

ノ ル ウ ェ
ー

が効果 的な仲介役 を果た した。注 目す

べ きは、ノ ル ウェ
ー

の 政府 関係者の みな らず、ノ

ル ウ ェ
ー

の シ ン ク タ ン ク の所長ある い は学者な ど

が 、イ ス ラ エ ル と PLO との 交渉 フ ォ
ーラ ム を設

定す る中心 的役割を果た した点で ある 。 そ こ で は 、

「和解 を妨害 しようとする集団か ら交渉団を遮断」

した り、「外部か ら歪 曲 され た情報が交渉過程に

入 りこ む こ とを阻止する」な どの 細心 の 注意が 払

わ れた
25
。

　後者 にお い て は、1979年の テ ヘ ラ ン の 米国大

使館占拠事件に関 して 、米 国 とイ ラ ン を ア ル ジ ェ

リア が仲介 した事例が示 され て い る。ア ル ジ ェ リ

ア は 、1979年に イス ラ ム 教 最高指導者ホ メ イ ニ

師 （Ruhollah　Musawi　Khomeini）がイ ラ ン に帰還

し扇動 した イ ラ ン の 「イス ラ ム革命」を支持 した

数少ない イス ラ ム 国の ひ とつ で あっ た 。 こ の よう

な経 緯か ら、イ ラ ン 側が交渉の 窓 口 と して 指名 し

た 。 アル ジ ェ リ ア は ベ トナ ム 戦争時の 捕虜交換な

どを通 じて 米国 と も親交があ っ た。ア ル ジ ェ リ ア

は 、直接交渉 自体が困難な状況にあ っ た両国の 面

子 を立 て つ つ 、双方が譲歩可能な条件を整理する

形 で 「伝達的仲介」を行 っ た 。 大使館占拠 とい う

国際法上 の 違 反行為に 「非法的な手続き」に よ る

解決 を試み、1981年 1 月 に 人質は解放され た
26

。

（3）小括
一

コ ン ス トラ クテ ィ ビズ ム と仲介モ

デル の 折衷に 向けて

　上 述 の 2 つ の 視点 を相互補完的 に 折 衷す れば、

一定 の 有効性が ある と思 われる 。

　第 1 に、ハ ワ
ー

ドの 論説か ら明 らか なよ うに、

米国 の イ ラ クへ の 軍事介 入、北朝鮮 との核 ・ミサ

イ ル 交渉 の い ずれ も、軍事的要素の み を考慮 に 入

れ て 策定された とは い い がた い 。と くに、米国 と

北朝鮮 、ある い は北朝鮮 と他 の周辺国との パ ワ
ー・

バ ラ ン ス が非対称で あるの に 、こ れ まで 軍事的オ

ペ レーシ ョ ン が実行 され て い ない 。 その よ うな意

味で 、国際政治 の 構造を 「観念的な共有知識」 と

して捉え る コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム は、冷戦後戦

争に 至 っ て い な い 米 ・朝関係 を理論的に説明する

上 で 、一
定の 有効性 を持ちうる 。

　第 2 に 、と こ ろ が、コ ン ス トラ クテ ィ ビ ズ ム だ

けで は 、そ こ に至 っ た具 体的なプ ロ セ ス 、す なわ

ち両 国担当者が何 を認識 し、どの ように 行動 した

の か は 正 確に説明 で きない 。仲介 モ デ ル は、交渉

担当者に よ る 「平和 的手段 に よる 紛 争解決」の 具

体的な方法 で ある と同時 に 、行為体が紛争当事者

に 「正確な情報」を伝達す るため の 指針 で もあ る。

　「相互 不信」に特徴づ け られた米 ・朝関係 の 「解

決」プ ロ セ ス を理論的 に 分析す る ため に、本論文

は両ア プ ロ ーチ の 「折衷」とい う手法 を採 用す る。

2．北朝鮮の 核 ・ミサ イル危機 と米朝交渉

（1）第 1 回危機 一 1993 年の NPT 脱退宣 言

　 とカ
ー

ター訪朝

　冷戦初期か ら 1970年代 ま で、韓国 と北朝鮮 と

の 関係は、それぞ れ米国 とソ 連 の 後 方支援 に よ っ

て 支えら れ、均衡が維持 され て きた。と こ ろ が 、

1980年代後半以 降、韓 国 の 盧 泰愚 政権は 「北方

外交」を展 開 した。韓 国は、1990年 9 月に ソ 連 と、

1992年 8 月 に は中 国 と国交を回復 し た 。 こ れ ら

の 関係 改善 と東西 冷戦体制 の 崩壊に よ っ て、北 朝

鮮は事実上 の 孤 立化 を余儀 な くさ れ 、国家運営 と

独裁体制の 維持が困難 な状 況とな っ た 。 北朝鮮は 、

「核の カー ド」を 、 米国ある い は 日本か ら支援を

引き出す 「切 り札」と しなければ な らな くなっ た 。

　こ こ で 、北朝鮮 の 核開発の経緯 に つ い て 簡単に
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確認 してお く。 北朝鮮の 核開 発の 原点は、1950

年代後半に ソ 連か ら小規模 の 実験用原子炉 を提供

された こ とにあ っ た 。 ソ 連は、北朝鮮 の 核 の 平和

利用 につ い て は協力的 で あ っ たが、核兵器 の 保有

に つ い ては否定的 で あ っ た
27

。 した が っ て 、北朝

鮮 の 核 開発は、そ の 後他国の 支援の 無 い 状況 の 中

で 「独立独歩」で 進め られた と見 られる
2s
。

　北朝鮮の 核 開発が 問題視 され は じめ た の は、

1980年代 で あ っ た。米国は、衛星 写真 に よ っ て

北朝鮮 の 平壌北部の 寧辺 に核 関連施設 を撮影 し、

北朝鮮 に対する 警戒感を募 らせ た。そ こ で 米 国は、

ソ 連に仲介役 を依頼 し、北朝鮮が NPT に加 盟す

る よ うに 要請 した 。 1985年 12 月 12 日 に、北朝

鮮は NPT に加盟した 。

　北朝鮮 が NPT 脱退宣言 を発表 した の は、1993

年 3 月 12 日で あ っ た
29

。 NPT 脱退に つ い て 、北

朝鮮 側 の 言 い 分 は 以下 の 2 点 で あ っ た 。 （1 ）

1992年 1 月 に
一時中止が発表 され た米韓合 同軍

事演 習 「チーム ・ス ピリ ッ ト」 の 再開 は 、「ア メ

リ カ の 核 戦争 策動 」 に ほ か な らな い 。 （2 ） 国

際 原 子 力 機 関 （lnternational　Atomic　Energy

Agency ，以下 IAEA ）に よ る 、北朝鮮 の 核関連施

設 の 「特 別査察」要求は、「北朝鮮 を武装解除させ 、

北 の 社会主義体制 を絞め殺すこ とを狙 っ た、なり

ふ りか まわ ぬ 軍事行為」 で ある
30

。

　北 朝鮮 の NPT 脱 退 宣 言 後、米 国 は ガ ル
ーチ

（Robert　L．　Gallucci）国務次官補 （政治 ・軍事問

題担当）を交渉担 当者 と して任命 し、北朝鮮 と直

接交渉の 準備 を進めた。北朝鮮側 の 担当者は、姜

錫柱第一外務次官 で あ っ た。実務 レ ベ ル の 協議を

経て 、1993年 6 月 2 日、ニ ュ
ーヨ

ー
ク で ガ ル

ー

チ と姜の 初会合 が 行われた。北朝鮮 の NPT 正 式

脱退 まで 10 日 し か 残 され て い なか っ たが、脱退

日前夜の 協議 で 、米 国は北朝鮮に対 し 「核兵器を

含む武力 の 脅迫お よび行使」 をしな い と確約 し、

北朝鮮は NPT 脱退 を保 留した
31
。

　 しか し、そ の 後、米朝交渉に お い て大 きな進展

は 見 られず、加えて、韓国
・
北朝鮮 との対話 も決

冷戦後ア メ リ カ の 対北朝鮮政策 に 関す る
一

考察　73

裂 した 。 さ ら に、1994年春 に は、北朝鮮が 寧辺

の 原子炉か ら核燃料棒の取 り出 しを行 っ た
32

。 米

朝交渉が 行き詰 まりを見せ る中で 、こ の 北朝鮮の

行為は米国 に対する 「挑発行為」に ほ か な らなか っ

た 。 米国政府の 内部で 、朝鮮半島で の 軍事衝突の

可能性が 議論 され る ように な り、危機的状況が頂

点に達 した
33

。

　オ
ーバ ー

ド
ー

フ ァ
ー

の 取材に よっ て、こ の 時期

に在韓米 軍司令部 お よび米国国防総省が、具体的

な戦争計 画をク リ ン トン 大統領に提 出して い た こ

とが 明 らか にされ て い る
en

。 しか し、こ れ に よ る

米国 の 財 政支出は 610億 ドル を超える と推測され

た。こ の 規模 は、当時就任 16 ヵ 月を経た ク リ ン

トン 政権に とっ て 、国内外で今後予定 して い た諸

計画がすべ て 台無 しに なる こ とを意味 して い た
SS
。

1994年 5 月、北朝 鮮 の 核 燃料棒 問題 が紛 糾す る

中で 、ク リ ン トン 政権は金 日成国家主席 との 会談

を要請 したが、こ れ を北朝鮮 は拒 否 した。

　北朝鮮 との 接触が 困難 とな っ た 折、1991年か

ら 1993年まで 毎年金 日成か ら招 聘 を要請 され な

が ら国務省 の 反対で頓挫 して い た、カ
ー

タ
ー

の 訪

朝が 浮上 した。1994年 6 月、カ
ー

タ
ー

は ク リ ン

トン に訪朝の 意思 を示す書 簡 を送 り、クリ ン トン

は、ゴ ア （Al　Gore）副大統領 の 助言 によ っ て、「正

式な米政府特使で は な く
一

民 間人 として訪朝す る

と表明する の で あれば、取 り立 て て 異議 は差 し挟

まな い 」 として 、訪朝 を許可 した
36
。

　前 日 の 金永南外 相 と の 協議 を経 た 翌 日、1994

年 6 月 16 日、カ
ー

タ
ー

は平壌で金 日成 と会談 し

た 。 会談の 冒頭、カ
ー

タ
ー

は、「民 間外交」 とい

うの は表向きで あ り、米国政府の 了解 と支援 を受

けて い る こ とを率直に 述 べ た。国務省 の 朝鮮課長

代理 もこ の 会談に同席 して い た。カ
ー

タ
ー

は、北

朝鮮の核問題が解決すれば、米朝関係正常化 の た

め の 高級 レ ベ ル 交渉 を開 始す る用 意が あ る、と

述べ た 。 また、彼 は、次回の 米朝高官級協議 が

終了する まで に 、北朝鮮が核 開発 を
一

時凍結 し、

IAEA 査察官 の 寧辺駐在を認め る よ う要請 し た
37

。
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74　冷戦後 ア メ リ カ の 対北朝鮮政策 に 関す る
一考察

　金 日成 は、北朝鮮が必要 と して い る の は原子力

エ ネ ル ギーで ある と強調 し、も し米国が軽水炉の

供 給を支援する な ら、黒鉛炉 を解体 し NPT に復

帰する と応答 した 。 また、米国が北朝鮮 を核攻撃

しない こ とを保証する よ う要求 した 。 こ れ に対 し

て 、カ ーターは、韓国 に米国 の 核兵器 は存在せず、

また、米国 は朝鮮半島周辺海域 に戦術核は 配置 し

な い こ とを言明した 。 カーターと金日成は 、朝鮮

半島に核兵器 を持ち込まない 状況を続け る べ きで

ある との点で 意見を一致した
ZZ

。

　 1994年 7 月 よ り米朝高官級協議が ジ ュ ネ
ー

ブ

で 再 開 された。途中、7 月 8 日の 金 日成 の 死 去 に

よ り中断が あ っ た もの の 、10月 21日、米朝 「枠

組み合意」に ガ ル
ー

チ と姜錫柱 は署名 した。

　こ の 合意に よ っ て北朝鮮 は、NPT 体制 に参加

しつ づ け、あ らゆ る核 開発 の 凍結お よび核施設

の 解体 の 実 施 を行 い 、一
方米 国は、r国際 コ ン

ソ
ーシ ァ ム 」、す なわ ち 「朝鮮半島エ ネ ル ギー開

発機構 （Korean　Peninsula　Energy　Development

Organization，以 下 KEDO ）」 を設立 し、こ の機構

を通じて 、北朝鮮に対する軽水炉 の 提供 と、それ

まで に 不足する と予測 される エ ネ ル ギ
ー

供給の た

め の 重油 の 提供 を行 うと約 束 した。1995年 3 月

に KEDO は 、米国、日本 および韓 国が 中心 とな っ

て 発足 し、こ れ以 降の 北 朝鮮 の 核 問題 の 解 決 は、

「枠組み合意」の履行をめ ぐっ て展 開された。

（2 ）第 2 回危機
一 1998 年 8 月 の テ ポ ドン 1

　発射と B 米韓の 「3 国間協調 」

　KEDO 発 足以 降、 しか し米 国 国内 で は、北朝

鮮 へ の 支援 をめ ぐっ て再 び議 論 が紛 糾 し、年間

50万 トン の 重油供給 お よび軽水 炉 の 本格的 な着

工 が遅延 した。米朝協議 は 1997年以 降中断 され、

北朝鮮 の 不信感が高ま っ た。

　1998年 8 月 31 日 の 正午すぎ、北朝鮮が 発射 し

た テ ポ ドン 1 は、日本列島を越え て 太平洋上 に落

下 した。こ の テ ポ ドン 1 発射へ の 反応 は、日本、

韓国お よ び米国 で 対照的 で あ っ たが、こ の 問題へ

は 当初か ら 3 国が 共同対処 を行っ て い る 。

　テ ポ ドン 1 へ の 3 国の対応に つ い て は、事実関

係を丹念に記述 し、精緻 に分析 した大畠英樹の研

究成果がある
39

。 まずは、以下 に、そ の 論旨を時

系列 的 にまとめてみた い 。

　 （A ）テ ポ ドン 1発 射 へ の 反応
一

テ ポ ドン 1

発射直後の 3国 の 反応は、きわめ て 対照的 で あ っ

た 。 す なわ ち、日本 は、即座 に不快 感を表明 し、

KEDO 協力の 当面 の 凍結 を含 む、毅 然 と した態

度 をとる こ とで 北朝鮮に 謝罪 と誠意 ある回答を期

待 した。韓国は、北朝鮮の 挑発に過剰に反応すれ

ば、KEDO 拒否の 口 実 を北朝鮮 に 与え、太陽政

策の壊滅に つ なが る こ とを懸念 した 。 米国は、テ

ポ ドン 1 発射お よびそ の 直前に急浮上 した核開発

疑惑 を、自国に対する重大な挑発行為で ある と認

識 した 。 しか し、厳 しい 対応をと る こ とに よ っ て

KEDO 体制の 崩壊 を招 い て は 、朝鮮半島の 軍 事

的な安定化、北 朝鮮 を国際社会に 引 き出すた め の

関与政策、そ して グ ロ ーバ ル な核 ・ミサ イ ル 拡散

防止政 策と 「テ ロ 支援国家」阻止 政策が破綻する

の で はな い か と懸念 した
4°

。

　（B） 日本 の 抗議一 テ ポ ドン 1 発射直後、日

本は単独で北朝鮮に対 して 抗議 した 。 すなわ ち、

日本は、8 月 31 日の テポ ドン 1発射当日の 午後、

KEDO 凍結 を実行 し、 9 月 1 日に予 定 され て い

た KEDO 理事国大使級会合の 開催中止を要請 し

た 。

　 9 月 3 日の 衆参両 院決議 で は 、北朝鮮に 対 して 、

信頼醸成 の 構築 と大量破壊兵器 の 拡散防止へ の 協

力を求め た 。 9 月 8 目に は 、国連安全保 障理事会

に テ ポ ドン 問題 の 審議を正式提案 した 。

　 しか し、北朝鮮 の 反応は徹底的で あっ た 。 9 月

2 日、北朝鮮は、テ ポ ドン 1発射が 「自主権 の 問題」

で ある と日本の 敵視政策を批判 した。さらに 北 朝

鮮 は、 9 月 4 日 に は テ ポ ドン 1 発射 を、「3 段式

ロ ケ ッ トに よる 初の 人 工 衛星の打 ち上 げに成功」

した と 発表 し、平和 目的 で ある こ とを強調 した 。

米国 は 、テ ポ ドン 1発射に対 して 、当初 の 判断 を
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変更 し て 、 9 月 15 日 に 「人工 衛星打 ち上 げの 失

敗で ある 」 と発表 した
41
。韓国 も、 9 月 13 日の

時点で 、「小型 人工衛星 の打 ち上 げ」 とし、こ れ

は米韓両国の 共通認識で ある と声明 した
42

。

　（C）米韓 に よ る 日本 の 説得一
日本は、北朝

鮮 に対 して厳 しく抗議する とと もに、 9 月 1 日よ

り、米韓両 国 との 間 で 緊密 な2 国間レベ ル の 協議

を行 っ た 。 こ の 場にお い て 日本は、両国か ら、「枠

組み合意」維持 の た め KEDO 凍結 の 早期解除を

つ よ く要 請された 。 小渕恵三 首相 は、 9 月 10 日

の 記者会見 に お い て 、KEDO 凍結措 置に 「変更

と修正」が あ りうる こ とを示唆 した。こ うして 日

本 は、 9 月 14 日 の 高官協 議、 9 月 22 日お よ び

24 日 の 3 国外相会 議 を通 じて 、KEDO の 維持 に

同意する よ うに な っ た。そ の 後、9 月 29日 に 日

本 政府高官は 、KEDO 凍結に 関 して 、「わが 国が

怒 っ て い る と い う強い メ ッ セ ージを示す意味 で有

益 で あ っ た 」 と評価 し な が ら も、「い っ た い い つ

ま で 続 け る の か 、と い う感 じが 米韓両国及び 国際

社 会か ら出 て きて い る の で 、凍結解除 を真剣 に 考

えなければ な ら ない 時期に来て い る」と発言 した
43
。

　（D ） 3 国間協 調 と ベ リー調整 官 の 任命
一

上

述 の よ う に、日米韓 3 国 は 、テ ポ ド ン 発 射 直後

か ら 2 国 間 レ ベ ル で 協議 を行 い 、 9 月 14 日 に

は、初 の 3 国間 の 高官協議を開催 し た。当初 日本

の KEDO 凍結解 除 の 要請を主要議題 としなが ら、

3 国は、北朝鮮 へ の 対応で 共同歩調を とる こ とを

確認 し、「枠組 み合 意」・KEDO 体制 の 維持 で 合

意 した。ま た 、ク リ ン ト ン 政権は 、11 月 12 日 に

ペ リー （William　J．　Perry）前 国防長官を 「北朝

鮮政策調整官」 に 任命 し、チ ーム を編 成 させ た。

「米政府の 北朝鮮 政 策へ の 信頼 を回復 し、よ り高

い レベ ル で 北朝鮮政策に関与する 」た め に 、ペ リー

は 1999年 3 月末 まで にそ の 結呆 を政府 ・議会に

報告書 として 提出す る 任務を与 え ら れ た。そ の 後、

3 国間協議は本格化 して い っ た
44

。

　（E＞3 国間協調 の 展 開 とペ リー訪朝一 ペ リー

は 、 1998年 12 月 6 日〜 10 日お よ び 1999年 3 月

冷戦後ア メ リカ の 対北朝鮮 政 策に 関する
一
考察　75

5 日〜 11 日 の 2 度 にわ た っ て 、中国、韓 国お よ

び 日本 を歴訪 した。そ の 後、4 月 23日
〜 25 日の

ホ ノ ル ル で の 3 国間高官協議は、北朝鮮 の 核 ・ミ

サ イ ル とい う脅威 の 削減、朝鮮半島の 冷戦構造の

終焉 とい う2 つ の 目的を同時に追求す る こ とで
一

致 した。以後 「少な くとも 3 ヵ 月 ご との 準閣僚 級

の 定期協議」の 場 と して 「3 国 間調整 グ ル
ー

プ

（TCOG ）」の 設置 も決定 された。

　ペ リ
ー

は、こ れ らの協議 の 結論 を携 えて、 5月

25 日に訪朝 し、金永南 お よび姜錫柱 と 3 日間 の 会

談を行 っ た 。
ペ リーは、「包括的ア プ ロ

ー
チ」 を

北朝鮮側に伝 えた 。 すなわ ち、「北朝鮮が核 ・ミ

サ イ ル 開発を停止すれば 3 国が北朝鮮 に 安全 の 保

証、国際的な認知、お よび ア メ リカ の 制裁解除 を

含む経済支援を与える」 とする内容で あ っ た
45
、

　（F＞ベ ル リ ン 合意 とペ リー報告書の 公表
一

北朝鮮 は 、7 月 26 日の 外務省ス ポ ーク ス マ ン 談

話 を皮切 りに、8 月中旬か ら、交渉 に 応 じる態度

を明確 にする よ うに なっ た 。 と くに 、北朝鮮 は、

8 月 16 日の 金容淳党書記が 、「われわれ の 憂慮を

解消す る意図をもっ て 正 当に接する ならば交渉に

応 じる」 と発言 し、「報復に よ る 阻止 で な く、対

等な立場 で の 交渉を望む」 と述べ た。9 月 7 日か

らベ ル リ ン で 開催 され た公式高官協議 は、「誠 意

をもっ て 懸案事項 の 解決の ため で きる こ とをす べ

て行 う」との 北朝鮮側代表の 発言に よ っ て 開始 さ

れ、9 月 12 日 に最終合意に達 した。北朝鮮 は、9

月 24 日 に 当面 は新た な ミサ イ ル の 実験 を凍結 す

る こ とを約束 し、こ れ を受けて 10月 12 日にペ リ
ー

報告書が正式に発表され た
46
。

（3） 第 3 回危機一 2002 年 10 月 の 核開発発覚

　と 6 者協議の展開

　ベ ル リ ン 合意に よ っ て 、北朝鮮の テ ポ ドン 1発

射 をめ ぐる差 し迫 っ た 危機的状況は回避 され た。

しか し、北朝鮮の 核 開発疑惑はそ の 後、何度 も浮

上す る 。 決定的で あ っ た の は、2002年 10月 に米

国 の ケ リ
ー （James　A ．　Kelly）国務次官補 （東ア
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ジ ア
・太平 洋担当）の訪朝の 際、北朝鮮が 秘密裏

の ウラ ン 濃縮 計画 の存在を認めた 問題 で あ っ た 。

こ の 訪朝に至 る まで に は、以下 の経緯が ある 。

　2001年に誕 生 した ブ ッ シ ュ 政権は、前 政権の

対外政策 の 「全面的見 直し」 を表明 し、北 朝鮮へ

の 警戒心を強 め た 。 2002年 に 入 る と、ブ ッ シ ュ

は 「悪 の 枢軸 」発言 を行 うとともに 、ブ ッ シ ュ 政

権 は CIA の 調査 に よ っ て 、同年初頭の 段階で す

で に北 朝鮮が 「枠組み 合意」 に違反 し核 開発 を

進 め て い るとの 確た る証拠 をつ か ん で い た
47

。 ケ

リ
ー

訪朝 は こ れ を北朝鮮側に 問い ただすた め の も

の で あ っ た 。

　 北朝鮮 の核 開発疑惑へ の 最初の 本格的 な対応

は、2GO3年 4 月に北京で 行わ れ た 、米国、北朝

鮮お よび中国との 間の 3 者協議で あっ た。そ の 後、

こ の 3 者協議は 6 者協議へ と拡大し、今 日まで 計

6 回 の 会合が行われ て い る
48

。 こ こ で は、すべ て

の 会合 に お ける協議内容お よ び共同声明 の 細 部を

論ず る紙幅 の 余裕 はな い 。し た が っ て 、本論文で

は 、3者協議 の 開始、お よびそ れ が 6 者協議に拡

大 された経緯 に つ い て 事実関係 を確認 した 上 で 、

6者協議 の 現状 に つ い て触れ て お く。

　 2002年 工0月の核開発発覚以降、北朝鮮は 、12

月 の IAEA 査 察官追放、2003年 1 月 の NPT 脱

退宣言、な らび に 3 月の黒鉛炉再稼動な ど、挑発

行為を繰 り返 した。米国はイ ラ ク戦争にか か りき

りで あ り、北朝鮮の 問題 に対 して即時対応が 困難

な状況 で あ っ た。中国は、イ ラ ク と同様に 「悪 の

枢 軸」 と名指 しされた北朝鮮に対 して 、ア メ リカ

が軍事介入 を行う可能性 を懸念 して い た。

　今回米国は、前述の 第 1 回危機お よ び第 2 回危

機 を教訓 と して 、北朝鮮の核 ・ミサ イル 問題 に対

して は、 2 国間直接交渉で は な く多国間協議で解

決 を試みる判 断 で あっ た 。 こ れ に対 して 、北朝鮮

は、米国との 直接交渉を望み、中国 も、北 朝鮮 の

核 ・ミ サイ ル 問題は本来米朝 の 2国間で解決すべ

き問題 で ある とい う見解 を示 した。しか し、中国

は、上記の 「懸念」か ら、米 国 の 主張する多国間

協議の ア イデ ア に同調する意向も示しはじめ て い く
49

。

2003年 4 月の 北京で の 3 者協議が 開始 され るま

で 中国外交の徐 々 の 変容は 、2002年 10月の テキ

サ ス 州ク ロ フ ォ
ー ドで の 米中首脳 会談、2003年

2 月の パ ウ エ ル 国務長官の 訪中、同年 3月 の 銭其

環副首相の 訪朝 とい う形で 進行 して い っ た
5°

。

　 3 者協議は 、結果的に 「失敗」に終 っ た。まず 、

4 月 23日の 全体会合で は、「米国の 北朝鮮に対す

る敵視政 策 の 撤 回」 を求 め る北朝鮮側 の要求 と、

「す べ て の 核 開発計 画 の 廃棄 」 を求め る米国側 の

主張が まっ た く噛み合 わず、平行線の ままで あり、

2 時間 で 会議 は終了 した。

　全 体会合後 の こ とで ある 。 直接交渉を要求する

北朝鮮代表団と こ れ に応 じない 米国代表団 との 間

に実務協議を行わせ る ため、中国代表団 は夕食会

を途 中退席 し、そ の ままあえて 席に戻 ら なか っ た 。

そ こ で 北朝鮮側代表 ・李根外務省米州副局長 は、

ケ リ
ー

国務次官補 に対 して 、「北朝鮮 は核兵器 を

保有 して お り、それ を国外に移転 させ る こ ともで

きる」 と発言 し、米国代表団お よ び、こ の 発言 を

後で伝 え聞 い た中国代表団を仰天 させ た 。 こ れ に

よ っ て 、中国 も 「2 者」ある い は 「3 者」に拘 ら

な い 姿勢 を見せ る ように なっ た
51

。

　第 1 回 （2003年 8 月 27 日
〜）か ら第 3 回 （2004

年 6 月 23 日〜）の 6 者協議は 、共同声明 の 採 択

に至 らなか っ たが 、北朝鮮は渋 々 参加 した 。 米朝

2者協議 を要求する北朝鮮に対 して 、米国が 6者

協議 の枠組み の 中で の み 2 者協議 を認め る とする

立場を堅持 したか らで ある
52

。 日本 と韓国 の 参加

は、米国の 意見を北朝鮮が受け入れた形にな っ た。

　 ロ シ ア の 参加は、中国 の 意見を米国が受け入れ

た形 とな っ た
53

。 2003年 5 月 27 日の 胡錦濤 ・プー

チ ン 会談、同年 6 月の ブ ッ シ ュ
・プー

チ ン 会談 を

経 て 、2003年 7 月 18 日、中国 の 戴秉国筆頭外務

次官か らの 要請に パ ウ エ ル が同意 した
54
。米国は、

国連安保理常任理事国 で ある ロ シ ア の 6 者協議へ

の 加入 が、将来的 に 北朝鮮 に国連安保理 の 経済制

裁をかける際 に役 に 立 つ とい う認識 で あ っ た とさ
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れ る
55

。 北朝鮮 は、すで に 3 者協議の 直後の 段階

で 、金正 日が プーチ ン に書簡を送 り、ロ シ ア に 「米

朝対話に一肌脱 ぐよ うに要請 し た」
56

。

　第 4 回協議 （2005年 7 月 26 日
〜）で は、米朝

の 2 者協議を軸に、それ を 4 者が見守る形で 共同

声明が採択され た 。 しか し、そ れ は実質的な合意

か らは程遠 い もの で あ っ た
57

。 第 5 回協議 （2005

年 11月 9 日
〜）では、そ の 直前に米 国が マ カ オ

の バ ン コ
・
デ ル タ

・
ア ジ ア （BDA ＞の 北朝鮮 関

連口座 を凍結 した 問題 を理 由に、北朝鮮が 米国へ

の 不信 感を募 らせ た 。

　最 新 の 第 6 回協議第 2 次会合 （2007年 10 月）

にお い て 、北朝鮮 は年内の 「核の 無能力化」 の 実

施に合意した。北朝鮮は こ の 合意 を履行す る条件

と して 、米国 に よる北朝鮮 の 「テ ロ 支援 国家」指

定解除 と、対敵 国通商法 の 制裁解除 を要求 した が 、

現時点 （2008年 2 月）にお い て 北朝鮮 は こ の 「核

の無能力化」に 向 けた合意事項 を実行 して い な い 。

3．考察

（1）米国の 対応 に おける持続と変容

　以上 の よ うに 、冷戦後の 北朝鮮 の 核
・

ミサ イ ル

問題をめ ぐる米朝交渉の 事実 関係 を確 認す る と、

ハ ワ
ー ドが主張する よ うに、米国 の 対北朝鮮 政策

は そ の 対 イ ラ ク 政策 とは異な り、「交渉 に よる解

決」路線が 基調で あり、継続 され て きた と見 られ

る 。 しか し、ハ ワ
ードの 論説に は詳 しく言及 され

て い ない 米国の 交渉形態の 「変容」も明白である。

　すなわち、第 1 回危機直後の米国の 北朝鮮 へ の

外交対応は、政府間の 直接交渉が主要なチ ャ ン ネ

ル で あ っ た 。 「直接交渉
一

辺倒」主義 と表現 して

もよ い 。 しか しそ の 手法は、逆 に 双 方の 「譲 れな

い 部分」を鮮明化させ、冷静な交渉が困難 となっ

た 。 明 らか に北朝鮮は疑心暗鬼 に 陥 っ た。こ の 点

に 関 して、訪朝 した カ ーターに対 して 金 日成 が率

直に 語 っ た不 満が きわ め て 示唆的で ある 。 「北朝

鮮 に は核兵器 をつ くる能力 も必要性 もな い と何度

も宣言 して い る の に、信用 して もらえない 」
58

。

冷戦後ア メ リカの 対北朝鮮政策 に 関す る
一
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　第 2 回危機へ の 米国の外交 対応 は、当初か ら日

本 ・韓国との 3 国間協調に特徴づ けられ て い た点

を上述 したが、こ の構想は誰の ア イ デ ア で あっ た

か ？少な くとも、第 1 回危機 を国防長官として経

験 したペ リーは、調整官に 任 命された段階 で 、次

の ような認識を抱 い て い た 。 すなわ ち、彼は、「深

刻な不信感に 彩 られ た北朝鮮 との 関係再構築は、

日韓両国 との協調なしで ア メ リカ 単独で は 実現 し

えな い 」
59’

と述べ て い る 。

　第 3 回危機に 際して は、中国の 認識 も変容 した

とい う点で 、と りわけ 6 者協議の 前身で ある 3者

協議の 「失敗」が 象徴的で あっ た 。 すなわち、夕

食会で の一時的な 「2 者協議」で の北朝鮮側代表

の 「爆弾発言」は、「北朝鮮の核 ・ミサ イル 問題

は米朝交渉で」 とする従来の 中国の 立場の再考を

迫る 契機 とな っ た 。 結果的に 6 者協議 に 拡大 し、

現在に お い て は 、日本、韓国お よび ロ シ ァ をも加

えて 、い わば 「衆人環視」の もとで 北朝鮮の核 ・

ミサ イ ル 問題の管理が 試み られ て い る 。

（2 ） コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム と仲介モ デル の 有

　効性

　持続 と変容の両側面が同時的に 進行する米国 の

対北朝鮮政策を、理論的に説明する こ とは可能 で

あろ うか ？米国の対北朝鮮政策は、北朝鮮に よる

度重な る挑発行為に も関わ らず、軍事介入が排 除

され 、「交渉に よ る解決」路線 を堅持 した もの で

あ っ た 。 「ゲーム の ル ール」 とい う観念的要素 に

注目する コ ン ス トラ ク テ ィ ビズ ム の視点は、北朝

鮮 の 核 ・ミサ イ ル 問題をめ ぐる米国の 外交対応 の

継続性 につ い て一定の 説明能力を有する。

　で は 、「変容」は どうか 。 第 1 回危機直後の 米

朝交渉の 行き詰まりは、交渉 自体 を困難な状況 に

し、そ の 「伝達的仲介者」とな っ た の はカ
ー

タ
ー

元大統領で あっ た 。 カーターは金日成との 会談で 、

そ の 訪朝が 「民 間外交で は ない 1 こ とを明言 して

お り、こ れは、純 然た る第 三 者に よ る仲介で は な

か っ た。したが っ て 、危機的状況か ら仲介者に よ
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る介入に 至 る プ ロ セ ス で は、カーターに よる仲介

の効果を首尾
一

貫的に 説明 しうる点で 、必ず しも

仲介者 の 「中立性」 を前提視 しない キ ッ ドの 仲介

モ デ ル が有効 で あろ う。

　第 2 回危機に お い て 、紛争当事者は 日本 と 北朝

鮮で あっ た 。 北朝鮮 に よ る テ ポ ドン 1 発 射に 対 し

て 日本は厳 しく抗議 した が、北 朝鮮は 「徹底抗戦」

の 構え で あっ た 。 日本の 同盟国で ある 米国 を 「紛

争当事者1 とする 見方もで きよ う。 米国 と韓国 は

早い 段階か ら、日本の 対応 を軌道修正 させ、3 国

間協調を通 じて テ ポ ドン 危機に対応 しようとした
6°
。

こ の ケ
ー

ス に お ける仲介者は米 国 と韓国 で あ る

が 、3 国間協議の み ならず、米朝協議も同時並行

的に行わ れ て い る 。 そ こ で は 、米国が主要交渉者

に ほ か なら ない 。 こ れ は 、既 存 の 「仲介モ デ ル 」

に対 して 、部分修正 を試みる よ うなケ
ー

ス で あ る。

理論よ りも現実が先行 して い る。

北朝鮮 との 直接交渉に お い て 味わ っ た 「苦い 経験」

を見逃すこ と は で きない 。 現時点の 米国は、北朝

鮮 の 「期待」 とは異な り、直接交渉を、 6者協議

を補完す る手段と して考えて い るように 思 われる。

　第 2 に、米国 をめ ぐる近年の 国際環境 の 変化が

あ る。2001年 9 月 の 米国同時 多発 テ ロ 事件、同

年 10 月 の ア フ ガ ニ ス タ ン 空爆、お よび 2003年 3

月の イ ラ ク戦争に かか りきりで あっ た米国は、北

朝鮮 の 核 ・ミ サ イル 問題 の 「完全 な解決 な い し処

理」を最優先課題 と して い る で あ ろ うか ？米国が 、

日本 との事前 協議を経て 、6 者協議の 開催国お よ

び議 長国 を中国 に した背景に は、北朝鮮の 核 ・ミ

サ イル 問題 の
一

時的 な管理、しか も中国との 「共

同管 理」 を模 索 し よ うとい う米国の 思惑が 存在す

る の で はあ る まい か ？そ の よ うな意味で 、核 ・ミ

サ イル 問題 をめ ぐる米朝ゲ ーム が 、米中 ゲ ーム へ

と変容 しつ つ ある と説明する こ とも出来 る 。

（3）米朝ゲーム か ら米中ゲーム へ

　第 3 回危機 を考察する に あた っ て 、俯 瞰的視点

か ら北朝鮮 の 核 ・ミサ イ ル 問題 を考えて み る。す

なわち、現在、米国 の 世界戦略配置にお い て 、こ

の 問題は どの レ ヴ ェ ル に ラ ン ク される で あ ろ うか。

　 もっ とも緊張度の 高か っ た 第 1 回危機に お い て

は、米国は具体的な軍事作戦 を詳細に検討して い

た 。 こ れ に対 して 、第 2 回危機お よび第 3 回危機

に お い て は そ こ まで に至 っ て い な い 。軍事的オ ペ

レーシ ョ ン が選択肢にす ら並ん で い な い とい う意

味で 、北朝鮮 の 核 ・ミ サイ ル 問題 は 、米国 の 対外

政策に お い て優先川頁位を下 げた とい えよ う。

　昨今の 6 者協議 の 停滞を鑑み て、「議長 国 の 中

国で さえも、米朝間 の 直接交渉 がなければ、北朝

鮮をコ ン トロ
ー

ル で きず 、米朝 2 国間協議が あっ

て初め て 6 者協議 は機能す る 」
61

とする論説が あ

る。しか し、なぜ 米国 が 、「機能 して い な い 」 6

者協議 の 維持 に 拘 る かを説明 で きな い 。

　筆者は 2 つ の 点を重要視 して い る。第 1 に 、歴

史的観点か ら見れ ば、第 1 回 危機以 降、米国 が

おわ りに

　 以上 の よ う に、や や 駆 け 足 気 味で は あ る が 、

1990年代以 降の米国 と北朝鮮 との 核 ・ミサ イ ル

交渉 の 歴史的経緯を確認 し、コ ン ス トラ ク テ ィ ビ

ズ ム と仲介モ デ ル の 知見を手が か りと して 、米 国

の 交 渉 ス タ イル の持続と変容を浮 き彫 りに した 。

　本論文で取 り上 げた 3 回の 危機は、本来 ならば 、

個別に事実関係 の 詳細 に つ い て 検討が な されるべ

きイ シ ュ
ーで あ り、すで に多 くの 朝鮮半島問題 の

専門 家に よ る学問的蓄積が あ る こ と も、筆者 は 十

分承 知し て い る、しか し、本論文で は、米国 の 対

北朝鮮政策が 、とりわけ冷戦後 の 世界戦略 と い う

側面 か ら、どの よ うに展開 され て きた の か、そ の

ダ イ ナ ミ ッ ク ス を明 ら か に す る点に主眼を置 い た 。

　自然科学 とは 異 な り、実験 の で きない 社 会科学

に とっ て は 、比較 と分類が決定的な道具となる
62

。

本論 文で 検討 した 3 回 の 危機 へ の 米国の 対応 は 、

明確な基準 を設定 した上 で 、 比較 ・分類がなされ

る こ とが急務 で あり、筆者に お ける今後の 研 究課

題 の ひ とつ で ある 。
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1　 本論 文 は、2007年 12 月 9 日に 開催 され た 第 13回環

　 日本 海 学 会学 術 研 究 大 会 （立 命 館 ア ジ ア 太 平 洋 大学 ・

　 大分 県別府 市 ） に お い て 、筆者 が行 っ た 報 告が元 にな っ

　て い る。討 論 者の 中戸 祐 夫准教 授 （立命館 大学 〉か らは、

　 本論 文 の 核 心 部 分 を成す 点 に つ い て、貴 重 な コ メ ン ト

　を頂戴 した。この 場 を借 りて 、御礼 申 し上 げ たい 。

2　 「仲介者」とい う発 想 は、柑本英 雄准 教授 （弘 前大 学）

　か ら頂い た 「
一

言」が 原点 とな っ て い る。近 年 の EU と

　 リ ビ ア の 関係改 善 に あ た っ て マ ル タ が仲 介役 を果 た し、

　米朝 関係 に お い て もそ の よ うな役割 を担 っ た行 為 体 は

　存在 し え た で あ ろ うか、とい う ご措 摘 で あ っ た。本論

　文 は、こ の ア イ デ ア を理 論的 に 発 展 させ る こ と も 目的

　 と して い る。

3　た と え ば、代 表 的 な コ ン ス トラ ク テ ィ ビ ス トの 単 著

　 と して は、以 下 を参照 さ れ た い ．Alexander　Wendt ，

　Socia／ Theory　of 　fn　ternntiona／勘 〃加 ε Cambridge ：

　Carnbridge　 University 　 Press ，1999 ； NichQEas

　GreenwoQd　Onuf，　 Vaorld　of 　Our 　Mainhg ’Rufes　 alld

　Ru／e 加 Socia／Thθory 　and 　lnternationa／R θlatibns．

　Columbia ： University　 of 　South　Carolina　Press，1989；

　Friedrich　V ．　Kratochwil，／〜ules，　IVorms．　and 　Decisibns．’

　On ∠カθ Condition　 of 伽 碑 留 ／and 　Legaf 　R θasoning

　in　 fnternatiopa／Re ／a 　tions　 afid 　Dom θstic　 Affairs，

　Cambridge ； Cambridge 　University　Press ，1989 ；John
　Gerard　Ruggie，　COIIstr

’
ucimg 　the　urorld踊 加

’Essays

　on 　fnternfitibna／fnstitutrbnnfrizatr
’
on．　London： Routledge，

　1998；Emanuel 　Adler，　CommtinitErvhn　intθrnationaf

　Relations，・The 　EPi3temi
’
c　Foundatrbns　ofinterllatrbna ／

　Relations，　London：Routledge，2005．

41918 年か ら 2001年 まで に 発生 した 国 際危機 に お け る

　仲介 者 と仲 介 の 効 果 に 関 して、厖 大 な リ ス トを 作成 し

　 た 研 究 成果が あ る。そ こ で は 1993 年危 機 の 仲 介者 は カ
ー

　 タ
ー

で あ る と 明 記 さ れ て い る。JQnathan　Wilkenfeld，

　Kathleen　J．　Young ，　David　M ．　Quinn　and 　Victor 　Asal，

　Me 　dia　ting 　fn　tθrnationa ／Crisθ s，　 London： Routledge，

　 2005，

5　一
般的 に、1993年の 危機 は 「第 1次核 危 機 」、2002年

　の 危機が 「第 2 次核 危 機」 と 呼 ば れ て い る 。 しか し、

　本 論文 は、1998年の 北 朝鮮 に よ る テ ポ ドン 1発 射 も、

　米朝間 の 核 ・
ミサ イル 交渉 を検 討 す る上 で の 重 要 な 転

　換点 で あ る と捉 え て い る。した が っ て 、便 宜 上 、第 2

　次核危 機を 「第 3 回 危機 」 と表記 す る。

6　こ の 点に つ い て は、森川 裕 二 氏 （早 稲 田 大学 大学院）

　 よ り示唆を得て い る。

7Kenneth 　N ，　Waltz，　Tfieof
’
y 　of 　lnternatiolla／Pofitics．

　 New 　York ：McGraw −Hill，1979．

8　1bld．，　pp．79−101．

9　大畠英樹 「国 際関係学の 現在 」 （原彬 久 編 掴 際 関 係

　学 講義 ［新 版］j 有 斐 閣、2001年 ）23 〜46 頁。

10　1980年代に お け る 新 現 実主 義 批 判 の 代 表 的論 稿 と こ
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　れ に 対す る ウ ォ ル ッ の 反論を収録 した 文献 と して、以

　下 を参照 され た い 。Rebert　O．　KeQhane，　ed ．，　IVeoreafrSm

　翩 ゴ 飴 （：カカお ，New 　 York：Columbia　University　Press，
　 1986．

11　 ウ ォ ル ツ の 理 論 は 、国 際 シ ス テ ム に お け る 2 極体

　制 （bipolar　system ） の 安定性 を 展 開 し た 主 張 で あ

　 り、そ れ が 冷戦 の 崩壊 を 説明で きな か っ た と する 批

　判 的 見 解 に つ い て は、た と え ば 以 下 を参照。Steve

　Smith．
’‘
Reflectivist　and 　Constructivist　Approaches　to

　International　Theory．
”
John　Bay］is　 and 　Steve　Srnith，

　 eds ．，　 The　 G／obafr2ation （ガ uror／d　Po！t
’
tics，　2nd　 edn ，

　Oxf｛）rd ： OxfQrd　University　Press．2001，　p．225；Wendt ，

　op．α乞，　P、4、

12　Alexander 　 Wendt ，℃ onstructing 　International

　Politics，
”
fnternationaf　Security，　VoL 　20，　No ．1 （Sumrner），

　 1995，pp ．71−72．

13　1bi
’
d．，　P．73．

14　Peter　Howard ，
’
Why 　Not　Invade　North 　Korea ：

　Threats，　Language　Games，　and 　U ．S．　Foreign　Policy，
”

　Internationa7　Studiesρuarter ／x 　Vol．48，　No．4，2004，　PP，

　 805−828．

15George 　W ，　Bush，
”
President 　Bush　Delivers　State　of

　the　Union　Address，
”

（January　29，2002｝，＜http：〃 www ．

　whitehouse 、gov ／newsfreleasesf2002 ／Ol／20020129−ll．

　html＞ （Accessed　January　25，2008）．
16　 ハ ワ

ードが依 拠 した 詳細 なデ
ータに つ い て は、CSIS

　（Center　for　Szrategic＆ International　Studies） 研究 員

　の コ
ー

デ ス マ ン （Anthony 　H ．　Cordesman） の リサ
ー

　チ レ ポ ートを 参照 され た い 。＜http ：〃 www ．csis 、orgf

　burke／〉 （Accessed　January　25，2008 ＞．

17　J．G．メ リ ル ス 著、長 谷川 正 国訳 『国 際紛 争処 理 概論』

　成 文 堂、2002年 （J．G、　Merrills，　fnternatrbfia／Pispute

　Settiement，4th　edn ．　Cambridge ；Cambridge　University

　Press，2005［1984］）0

18　同上、29 頁。

19　 同上、29 頁。

20　鈴木基 史 『平 和 と安 全保障 』東京 大学 出 版会、2007年 。

21　同上、118頁。

22　Thomas 　Princen，　flltermediaries血 fnterfiatrbna／

　Confiict．　Princeton：Princeton　University　Press，1992，

23　Andrew 　Kydd ，
“
Which 　Side　Are 　You 　On ？ Bias，

　Credibility，　 and 　Mediation．
”

American ／6 砿 η∂ノ of

　ノ励 力留 ノ5α

『
eη cθ，Vol．47，　No．4，2003．　pp ．597−611．

24　鈴木、前掲 書、126頁。

25　同．．ヒ、123〜124頁。

26　同上 、125〜126頁。

27 平 岩俊司 「北朝鮮核問題 と 6 者協 議 」 『ア ジ ア 研 究』

　第 53巻、第 3 号、2007年、26頁。た と え ば、1953年

　の 朝鮮 戦 争 の 終 結 後、北 朝 鮮 が ソ 連 お よ び 中国 と 交 わ

　 した 原 子 力研 究 に 関 す る 合 意 と 核 エ ネ ル ギ
ー

の 平 和 利

　用 に 関 す る 議定書 に つ い て は、以 下が 詳 しい 。森本敏「北

　朝鮮の核開 発問 題 と核 不 拡散 」 （今 井 隆吉、田久保忠衛、
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80　冷戦後ア メ リカの 対北朝鮮政策 に関す る
一考察

　 平 松茂 雄編 『ポ ス ト冷戦 と椀 勁 草書房、1995年＞156頁 。

28　冷 戦 時代 を通 じて、ソ 連は 北朝鮮 をア ジ ア の 戦略的

　 な 同盟 国 と して 経済的
・
軍事的に 支援 した 。 しか しそ

　 の 関 係 は、必 ず し も 「一心 同 体」 とい うわ け で は な い 。

　 ソ 連 共産 党の 朝鮮 問題専 門 ス タ ッ フ （1962年〜1991年）

　 は 以 下 の よ うに 語 っ て い る。「モ ス ク ワ は 平 壌 の し ば し

　 ば 意表 をつ く、勝 手 放 題 の 政 策を懸念 して い た。……

　 北 朝 鮮 は 説 明 の つ か ない 行動 を取 る 自主性 を持 っ た 国

　 だ。彼 らは飛行機 を撃墜 し、船を拿捕 し、非 同盟会議

　 に 参加する 。 そ して わ れ わ れ は こ うした こ と を新 聞 で

　 の み 知 る 。

……
金 ill成が モ ス ク ワ の 人物 だ と考 えた ら

　 間違い だ」。 ド ン ・オ
ーバ ードーフ ア

ー著、菱 木一美訳

　『二 つ の コ リ ア ［特別 最新版 ］国際 政 治 の 中の 朝 鮮 半島』

　共 同 通 信 社、2002年、186〜187頁 （Don 　Oberdorfer，

　 Tbe　 Tpvo　Kor θas．’　A 　 Contemporary 　ffistory．　Re 　vised

　 and 　Updfited．　New 　YQrk：Basic　Books，2001［1997 ］）。
29　こ の 北 朝鮮 の NPT 脱退 宣言 は，労 働 新 聞 （1993年

　 3 月 13 日）に お い て 「朝鮮 民 主主義人 民共 和 国 政府声

　 明」として 発表 された。こ の 宣言 文 につ い て 、た とえば、

　伊豆 見元 「米 国 の 朝鮮 半 島 政策一北 朝鮮 の NPT 脱 退宣

　 言 後 の 政 策 を 中心 に」 （小此 木 政 夫編 『ポ ス ト冷戦の 朝

　鮮 半島』 日本 国際 問題研 究所、1994 年）183頁 を参照。
30 オ

ーバ ー
ドーフ ァ

ー、
．
前掲書、328　一　329頁及び

tdi

　11

　章。「チ ーム ・ス ピ リッ ト」 と IAEA の 査察 に つ い て 補

　 足 し た い 。 第 1 に、「チ
ー

ム ・ス ピ リ ッ ト」 は、1976年

　 に 開 始 され た米韓の 年次合同 軍事演 習 で あ る。1992年

　 1月 に
一

時中止 が 発表 され た こ と に よ っ て、北 朝 鮮 は

　 IAEA に よ る 寧辺 の 核関 連施設 の 「通常 査 察 」 を受 け

　 入 れ た 。 第2 に、工AEA に よ る核関 連施 設の 査察 に は、「通

　常査察」と「特別査察」の 2種類 が あ る。IAEA の 目的は、

　 「非 核 保 有 国 」、す な わ ち NPT 加 盟 国が 核 兵 器 を製 造 ・

　保 持 し な い とい う公 約 を 守 っ て い る か ど うか を検証す

　 る こ と に あ る が、NPT 加 盟国 に よ っ て 自発 的 に 申告 さ

　 れ た 施 設 へ の 査 察 が 前者 で あ る。後者 は、NPT 加 盟 国

　 が 未 申告の 施 設 に 対 し て 、当該 国 の 反 対 を押 し切 っ て

　 行 わ れ る 査 察 で ある 。 IAEA の 査 察 は、1991年 まで は

　 「通常査 察」の み で あ っ た が、NPT 加盟 国 であ っ た イラ

　 ク が秘密裏 に 核兵器 開発 を進 め て い た こ とが 明 らか に

　 な っ た 。 こ れ に よ っ て、以後 IAEA は、米 国 な ど NPT

　加 盟 国の 衛星 写 真等 の 情 報 を受 け取 る権利 と、強 制的

　な 「特 別 査 察 」 を疑 惑 施 設 に 要求 で き る権利 を保有す

　 る よ うに な っ た。1992 年 1 月の 「チ ーム ・ス ピ リ ッ ト」

　 中止 を 受け て 、同年 5 月 に 北 朝 鮮 が許 可 した IAEA の

　「通常査察」で は、北朝鮮 の 核 開発 の 「決定 的証拠 」は

　発見 され なか っ た 。 「目に 見 えない 成 果 を生 まなか っ た 」

　 こ とを理 由に、1992年 10月 に米韓 軍 部 は 「チーム ・ス

　 ピ リ ッ ト」再 開 を発表 した 。 IAEA も「成 果 を生 まなか っ

　た 」こ とに焦燥感を覚 え、「特 別査 察 」 を要求 した。
31　 同．．ヒ、333　一　335頁。
32　同上 、359頁。北 朝鮮 は、核燃料棒を化学処理 する こ

　 と に よ っ て 、1945年 に 米 国 が 広 島に 落 と した 原 子爆弾

　 と 同 規模 の 爆 弾 を 1 な い し 2 発 開発 可 能 な 量 の プ ル ト

　 ニ ウ ム を入手 した と 当時分 析 され た 。

33　 同上、357　一　358頁 。

34　 同上、367〜369頁。米 軍 の 推 定 で は、もし戦 争 が始

　 ま れ ば、米 韓 連合 軍 に よ る 反撃 に も関 わ らず、北 朝 鮮

　 は ソ ウ ル に 向 けて 開戦 当 初 の 12 時 間 以 内 に 5000発 の

　 砲 弾 を 浴 び せ 、ソ ウ ル を破 壊 して 住 民 を死 に 追 い や る

　 で あ ろ う と され た。具体 的 な被 害 と して、最 初 の 90 日

　 間 で 米軍 兵 士 の 死傷 者 は 5 万 2 千 人、韓 国 軍 の 死 傷 者

　 は 49万 人 と され た。

35　 同上、369頁。

36　同上、372 頁。

37　同上、383 頁。こ の 要請 は、訪朝前 に、ガ ル
ー

チ と の

　 電話協議に よ っ て 絞 り込 まれ た もの とされ て い る 。

38　 同上
．
、383 〜385頁。

39 大 畠英樹 「「テ ポ ドン 問題」 と三 国 間協調
一

日韓比 較」

　 （大 畠英 樹、文 正仁 編 『日 韓 国際政 治学の 新地 平一安 全

　保 障 と国 際 協力 』慶應義塾 大学 出 版 会、2005年 ） 157

　
〜

　243頁。

40　同上、158頁。
41　同．．ヒ、183頁 。

42　 同上、204頁 。

43　同 上、183頁 。

44　同 上、164頁 。

45　同上 、167〜172頁。
46　同上 、176〜178頁。
47　 Gary 　Samore ，

”
The 　 Korean 　Nuclear 　Crisis，

”

　Surva
’
val，　Vol．45，　No．1｛Spring），2003，　p．12．

48　こ の うち、第 5 回 会合は 3 度、第 6 回会合 は 2 度 に 分

　 けて 開催 され て い る 。

49　船橋洋
一

『ザ
・ペ ニ ン シ ュ ラ ・クエ ス チ ョ ン ー朝 鮮

　半島第二 次核危機』朝 日新聞社、2006年、437〜439 頁。

　米国 国務省を中 心 に検討 され て い た構 想 は、当初 10者

　で の 協議で あ り、国連 安 保 理 常任 理 事 国の 5 ヵ 国に 加

　えて、韓 国、北 朝鮮、日本、オース トラ リ ア、EU で 構

　成 さ れ る もの で あ っ た。パ ウ エ ル （Colin　Powell） 国 務

　長 官は 、2003年 2 月 末 に来 日 し、川 口 順 子 外 相 との 会

　談で 、こ の 構想 を伝えた。こ れ に 対 して、川 口 は 「当

　面 は、日 米韓中朝 の 5 力 国 が よ い 。 ロ シ ア は 後 で 考え

　て は ど うか 。

……
肝 心 な こ と は、中 国 を当 事者 に す る

　こ とで あり、中国 にホ ス トをや らせ るの が得策 で あ る 」

　と返 答 した。 同席 した 薮 中 三十 二 外 務 省 ア ジア 大洋州

　局 長 は 「5 者 協 議 を 日本 提 案 と して 打 ち 出す と、中国

　は 反対 す る の で、米 国 提 案 と して や っ て は ど うか 」 と

　付 け加 え た。ち なみ に、ブ ッ シ ュ 大 統領 も、「10者 で は

　多す ぎる が、日本 と 韓 国 を加 えて の 5 ヵ 国 は 必 要 」 と

　い う日本政 府の 見解 と同 じ考 え方 で あ っ た。パ ウ エ ル

　は、そ の 直後の 訪 中で 、こ の 5 者 協 議 の 構 想 を江 沢 民

　国 家主 席に 伝える と、当 初 冷 や や か な 反応 で あ っ た。

　しか し後 日、胡 錦濤 国家 副首 席 との 会 談 で、「最小 限の

　多角 的 とい うこ とで、3 者協議で 始め る こ とに しよ う」

　と一定 の 譲歩 を引 き出 した 。 ブ ッ シ ュ は不 機 嫌 に な り

　なが ら も了承 した。しか し彼 は、「日本 と韓 国抜 きは、
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　今回 1回 だ けだ 」 と言 い 、小 泉 純
一

郎 首 相 と盧 武 鉉 大

　 統領 に詫 びの 電 話 を入れ て い る。

50　同上、434 頁。

51 同上、531 〜　538頁。

52　平岩、前掲論文、3工頁。

53　船 橋 洋 …は、1990年 代 以 降 の ロ シ ア の 対 北 朝 鮮

　 政 策 の 特 徴 を 3 つ に 分 類 し て い る （船 橋、前 掲 書、

　284 〜299 頁）。ゴ ル バ チ ョ フ （Mikhail　Sergeyevich

　Gorbachev）時代は、1990年 9 月 の 韓 ソ 国交樹立 以 後、

　韓国重 視外交 を展開 し、北朝鮮へ の 影響力 を失 っ て い

　た 。
エ リツ ィ ン （Boris　Niko［ayevich 　Yeltsin）時代は、

　西 欧志 向外 交に 韓 国 重視 外交が 加わ り、「北朝鮮相手 に

　せ ず」の 色彩が
一

段 と強 ま っ た 。 プー
チ ン （Vladimir

　Putin）政 権は 、2000年 5 月 に 「ロ シ ア に と っ て 朝鮮半

　島 は 歴 史的 に も、地 政 学 的 に も ロ シ ア の 国 益 に 含 ま れ

　る 」 と宣 言 し、政 策 転 換 を 図 っ た。同年夏に プ ーチ ン

　 は 、北 朝鮮 建 国 後、ソ 連 時代 も含 め て ロ シ ア の 首 脳 と

　 して 初 めて 訪朝 した。その 思惑 は 「エ ネル ギ
ー

と鉄 道 」

　 を機軸 と した対 北朝鮮 政策、す な わ ちシ ベ リア の 石 油 ・

　 ガス の 開発 とパ イプ ラ イ ン に よ る 供給、シ ベ リア 鉄 道

　 と南 北 縦 断鉄 道 の 連 結 に よ る北 東 ア ジ ア の 地 域 開 発 と

　 ロ シ ア の シベ リア
・極 東 地 域 開 発 の 推 進 に あ る とみ ら

　 れる。

54　1司上、449〜451 頁。

55　同上、299頁。

56　同上、289頁。

57　平 岩、前 掲論 文、34 頁。

58　 オ
ーバ ードーフ ァ

ー、前掲 書、383頁。

59 大 畠、前 掲論 文、228 頁。

60　第 2 回 危機の 際、韓 国 の 金 大 中 政権 は太 陽 政 策 の 堅

　持の ため、米国 と緊密 に 意見交換 した。第 1 回危機 で は、

　対北 朝鮮強硬派の 金 泳三 政権で あ り、「チ
ー

ム
・ス ピ リ ッ

　 ト」再開 を主導 した。金 泳三 は、カ ー
タ
ー
訪朝 に も露

　骨 に 不快感 を表明 して お り、当時米韓の 協力関係は 限

　定的 で あ っ た。

61 平 岩、前掲論文、49 頁。

62 多賀 秀 敏 「社 会 現 象へ の ア プ ロ
ー

チ の た め の ヒ ン ト

　 と基 本的 ドリル 1 比 較 と 分類 」 『早 稲 田社 会 科学 総 合研

　究』、第 5 巻、第 1 号、2004年、19〜48頁。
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A  Consideration of  U.S

         War: Focusing
. Foreign Policies toward North Korea  in Post
on  the"Mediators"in Nuclear Missile Crises.Cold

HIRATA,  Junya(Research Associate, Faculty of  Social Sciences, Waseda  University)

   This paper  aims  to show  the continuity  and

the change  of  U.S. foreign policies toward  North

Korea after  1990s. First, drawing upon  construc-

tivism in international relations  theory  and  the

mediation  model  in the study  of dispute manage-

ment  I set  up  an  analytical  framework  fbr ap-

proaching  theoretically to the subject.  Construc-

tivism emphasizes  on  the sharing  of  ideas among

actors  and  sees  international politics as  

"socially

constructed."  This theory could  explain  the con-

tinuity of U.S. policies to North Korea because it

reveals  the existence  of a distinctive set  of  rules

that makes  a  negotiated  solution  a  first option  on

the Korean Peninsula. Such is not  the case  with

Iraq. Next, applying  the mediation  model  to U.S.-

North Korea nuclear  negotiations  I try to clarify

the  change  of U.S. diplomatic reactions  to North

Korea in post cold  war.  In the first North Ko-

rean  nuclear  crisis  in 1994 the former U.S, presi-

dent Jimmy Carter as  a  mediator  visited  North

Korea and  succeeded  in getting North Korea's

prornises. It means  that he was  the mediator  of

the crisis. In subsequent  two  crises  in 1998 and

2002 U.S. simultaneously  used  the two  strategies

by which  it agreed  direct talks and  held multilat-

erai  forums such  as  TCOG  and  six  party  talks to

avoid  North Korea"s brinkmanship diplomacies.

In the two  crises  U.S. was  both the main  nego-

tiator and  the intervenor (mediator). Therefore

it could  be said  that U.S.-North Korea  nuclear

negotiations  entered  a phase  of major  change.


